
【住宅に係る不動産取得税の軽減確認フロー】

（注１）　床面積には、住宅用付属屋（物置、車庫等）の床面積を含みます。

あなたが取得した土地の
うえにある住宅は

特例適用住宅である。
または既存住宅である。

１戸につき、1,200万円※の控除が適用されます。

※令和6年3月31日までに認定長期優良住宅を取得し
た場合には、1,300万円が控除されます。

その住宅が新築された時期によって以下の金額が控除されます。

①に該当する

昭和56年7月1日～昭和60年6月30日 →１戸につき420万円控除

平成元年4月1日～平成9年3月31日 →１戸につき1,000万円控除

平成9年4月1日～ →１戸につき1,200万円控除

あなたが取得した住宅は、次のうちどれに該当しますか？

①新築一戸建住宅又は新築未使用住宅（建売住宅、分譲マンション等）

②新築の貸家用共同住宅（賃貸アパート、賃貸マンション等）

③中古住宅（一戸建、マンション等）

住宅の床面積は50㎡以上240㎡
以下ですか？（注１）

YES

ＮＯ 控除されません

１区画の床面積は40㎡以上240
㎡以下ですか？（注１）

１区画につき、1,200万円※の控除が適用されます。

※令和6年3月31日までに認定長期優良住宅を取得し
た場合には、1,300万円が控除されます。

次の要件をすべて満たしますか？

・取得者本人が居住すること
・床面積が50㎡以上240㎡以下
であること（注１）

昭和60年7月1日～平成元年3月31日 →１戸につき450万円控除

取得した住宅は、昭和57年１月１日以後に
新築されたものですか？

取得した住宅は、取得日前２年以
内に耐震基準に適合することを証
明されたものですか？

次の要件を満たしますか？

・住宅を取得した日から６か月以内に取得
した住宅の耐震改修※を行い、耐震基準
に適合することを証明されたものであるこ
と
※耐震改修は入居前に完了している必

要があります。

昭和51年1月1日～昭和56年6月30日 →１戸につき350万円控除

昭和48年1月1日～昭和50年12月31日 →１戸につき230万円控除

控除されませんＮＯ

YES

②に該当する

③に該当する
控除されませんＮＯ
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